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生徒への校務上（部活動等）の連絡について 

 

日頃から、本校の教育活動にご協力頂き感謝申しあげます。 

さて、本校では、これまで沖縄県教育委員会からの通知を踏まえ、教職員が児童生徒へ校

務上の連絡を行う場合は、原則として学校の電話を使用し、職員私用の携帯電話や電子メー

ルを使用しないこと及びやむを得ず教職員が電子メール等を使用する場合は管理職が連絡

内容等を把握できるようにすることとし、また、教職員が児童生徒とメール等で私的なやり

取りを行うことを禁止してきたところです。 

その一方で、文部科学省の GIGA スクール構想 では児童生徒がクラウドサービスを活用

した授業が前提となっているなど、教職員と児童生徒との校務上の連絡では、積極的なクラ

ウドサービスの活用が求められています。 

これらの事情を踏まえ、今般、沖縄県教育委員会から、教職員が児童生徒への校務上（部

活動等）の連絡については、原則として、学校の電話を使用するか、ＯＰＥＮアカウント で

利用できるＷｅｂサービス等を使用するよう通知があったところです。 

当該通知を踏まえ、本校においては、別紙（ウラ面）のとおり生徒への校務上（部活動等）

の連絡について取扱いを定めましたので、お知らせします。 

なお、緊急を要する連絡等に関しては直接携帯電話でのやりとりも行うこともあること

をご承知いただきたく存じます。 

保護者各位におかれましては、生徒へ御指導いただくとともに、本校の対応について、御

理解、御協力をよろしくお願いします。 

 

 

以上 
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本校において、教職員が生徒へスマートフォンその他情報通信機器を用いて、学級運営や

部活動指導等に係る連絡を行う場合の取扱いは、下記のとおりとします。 

 

記 

１ 教職員が校務上行う生徒への連絡について 

 ⑴ 学校の電話を使用するか、ＯＰＥＮアカウント※１で利用できるチャット等のコミ

ュニケーションツール※２を使用します。 

 

 ⑵ 授業を担当しないため、ＯＰＥＮアカウントで利用できるチャット等のコミュニケ

ーションツールを使用することができない部活動指導員等の教職員は、原則として学校の

電話を使用し、当該電話を使用することができない場合には、本校職員を介して連絡しま

す。 

 

※１ 沖縄県教育委員会が県内公立学校教職員と県立学校の児童生徒に配布している

Microsoft 社 及び Google 社の Web サービスを利用できる電子メールアドレス。 

※２ 県立学校内での意思伝達、情報共有を目的に使用される電子メール、チャット、通

話、オンライン会議、ファイル共有機能、Microsoft Teams、GoogleWorkspace 等。 

 

２ 教職員が生徒へ連絡を行う場合の遵守事項 

 ⑴ 教職員は、生徒と校務上必要な連絡を行い、私的なやりとりは行いません。 

  

⑵ 教職員から生徒への連絡は、複数の教職員がその連絡内容を共有できる環境で行う

ものとし、教職員が生徒から相談を受けた場合も、個々の事案の内容等に応じ、適切に対

応します。 

 

 ⑶ 生徒及び教職員の健康及び福祉の確保を図るため、生徒に対する校務上の連絡は緊

急時を除き平日は 8:30～17:00（部活動等は 20:00 まで）の間で行い、そのやりとりは必

要最小限とします。 

 

３ その他 

  本校は、教職員、生徒及び保護者に対し、この取扱いについて、周知するとともに、

教職員に対し、適切な時期に研修を行う等、校内の服務指導を徹底します。 


